
　人口減少や少子高齢化の進展が見込まれる中、本区が将来にわたって豊か
な地域社会を構築していくため、次の３点を区政運営の根本を貫く考え方と
し、基本構想の理念とします。

人権・平和・多様性の尊重
　全ての人々は、平和な社会の中で、安全で健康な生活を営み、個性を尊重
され、誰もが持てる能力を十分に発揮し、その人らしい人生を全うする自由
と平等を保障されなければなりません。
　そのために、全ての人々が、平和を尊び、多様性を尊重することが個人に
とっても組織や社会にとっても能力の発揮や価値の創造において重要である
と認識し、互いの人権と個性を尊重し、協力し合い、支え合う、多様な可能
性が開花する豊かな地域社会を構築していきます。
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持続的な発展
　本区が将来にわたって繁栄していくためには、年齢構成のバランスを取り
ながら人口総数を維持していくとともに、経済・社会・環境の統合的な向上
を図っていかなければなりません。
　経済的な豊かさに加え、心の豊かさや生活の質の面からも持続的な進化・
発展を追求し、誰もが幸福を実感しながら安全・安心・快適に暮らし続けら
れる、真に豊かな地域社会を構築していきます。
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協働によるまちづくり
　地域の人々の発意と活力に満ちた地域社会を構築していくためには、
そこに住み、働き、学び、憩う全ての人々が、まちづくりの主役として、
共に取り組んでいかなければなりません。
　地域に集う多様な主体が、互いの信頼と尊重の下、共に区の未来を
考え、それぞれの得意とするところを活かしながら協働してまちづく
りを進めていくことで、豊かな地域社会を構築していきます。
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